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  別紙第５ 

              外国人留学生規程 （学則第 42条関連） 

  （趣 旨） 

 第１条 第一工科大学学則第41条の規程に基づく、外国人留学生については、この規程の定めるところによる。 

  （区 分） 

 第２条 外国人留学生の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 （１）一般留学生 

 （２）編入留学生 

 （３）科目等履修留学生 

 （４）特別聴講留学生 

  （入学資格） 

 第３条 外国人留学生の入学資格は、次に掲げるとおりとする。 

      区  分                 入  学  資  格  

 
  一般留学生  
 

外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又はこれに
準ずる者で、文部科学大臣の指定した者、あるいはこれと同等以上の学力
があると認められた者  

 
 
  編入留学生  
 
 

外国において、大学の２年を修了するか、又は短期大学を卒業した者で、
日本語が本学の授業に支障なく対応できる能力を有すると認められた者
及び日本の専修学校の専門課程を修了した者 
（上記日本語能力は、日本語能力試験Ｎ２レベルに合格、又はこれと同等
程度の語学力の保有を基準とする。）  

 科目等履修留学生  学則第39条に定める者で、上記と同等の語学力を有する者  

 特別聴講留学生  別に定める規定による。  

  （入学時期） 

 第４条 外国人留学生の入学時期は、学年又は学期の始めとする。 

  （入学の出願） 

 第５条 外国人留学生として、入学を志願する者は、次に掲げる書類に、入学検定料を添えて提出する。 

 （１）入学願書 

 （２）最終学校の卒業証明書及び成績証明書 

 （３）健康診断書 

 （４）日本語能力試験等を受験した者は、その合格通知書又は成績証明書 

 （５）その他別に示す書類等 

   （選 考） 

 第６条 入学を志願する者の選考は、外国人留学生区分ごとに定めた選考方式による。 

  （日本語教育） 

 第７条 一般留学生のうち、日本語能力が十分でない者に対しては、授業教育を効果的にするため、入

学後一定期間、日本語の特別教育を行う。   

 ２ 上記授業に係わるカリキュラムについては、学則第 27条に規定する特別教育履修要領による。 

 ３ 第１項に規定する者のうち、日本語能力試験Ｎ１レベルに合格するか、又はこれと同等の語学力があると
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認められた者は、同項の規定に係わらず、特別教育を受講することなく、本学一般学生と同一のカリキュラ

ム及び時間割による授業を受講することができる。 

   （外国学校の相応性の問合せ） 

 第８条 外国において卒業した学校の日本の短期大学への相応性ついては、当該学校が所在する国の在

日大使館又は領事館へ問い合わせるものとする。 

   （納付金等） 

 第９条 外国人留学生に関わる入学検定料、入学金、授業料及びその他の給付金の額は、学費納入規程

の定めるところによる。 

  （学則等の適用） 

 第10条 その他外国人留学生に関しては、この規程に定めるもののほか、本学の学則、規程、要領等を適

用する。 

 

 

附 則 

  １ この規程は、平成 13 年４月１日から施行する。 

  ２  この規程は、平成 20 年４月１日から施行する。 

  ３ この規程は、平成 22 年４月１日から施行する。 

  ４ この規程は、平成 23 年４月１日から施行する。 

５ この規程は、平成 27 年４月１日から施行する。 

６ この規程は、平成 28 年４月１日から施行する。 

７ この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

  ８ この規程は、令和 ３年４月１日から施行する。 
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